
小倉北警察署 駐車監視員活動ガイドライン
令和５年１０月１日公表

活動方針 駐車監視員は、下記の路線、地域を重点的に巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどを実施します。

※ 「自転車放置禁止区域」とは、北九州市が条例によって自転車を放置
することを禁止している区域をいいます。

※ 本ガイドラインでの活動は令和５年１１月１日から行います。

【　　地　　域　　】　
最　重　点　地　域 重点時間帯

浅野１～３丁目　室町１～３丁目　船頭町　船場町　紺屋町　古船場町

京町１～４丁目　魚町１～４丁目　米町１・２丁目　鍛冶町１・２丁目

堺町１・２丁目　馬借１～３丁目

重　点　地　域 重点時間帯

大門１・２丁目　竪町１・２丁目　田町　城内　大手町　金田１・２丁目

原町１・２丁目　木町１～４丁目　中島１・２丁目　吉野町　昭和町

香春口１・２丁目　江南町　中津口１・２丁目　砂津１～３丁目

萩崎町　下富野１～５丁目　三萩野１～３丁目　三郎丸１・３丁目

片野１～５丁目　片野新町１・２丁目　東篠崎１丁目　黄金１・２丁目

白銀１・２丁目　貴船町　下到津１丁目１番～８番　清水１～３丁目

下到津４丁目３番～１４番　下到津５丁目　真鶴１丁目　熊本１～４丁目

自動二輪車・原動機付自転車重点地域 重点時間帯

ＪＲ小倉駅周辺のうち、「自転車放置禁止区域」に指定されている地域

ＪＲ西小倉駅周辺のうち、「自転車放置禁止区域」に指定されている地域

終　日

終　日

終　日

最重点路線

重点路線

自動二輪車・原動機

付自転車重点地域

最重点地域

重点地域

凡　　　　　例

【　　路　　線　　】　
最　重　点　路　線　　　　《　区　間　》 重点時間帯

県道小倉停車場線及び市道魚町馬借１号線（通称平和通り）､県道三萩野魚町線
　                                                          ≪ＪＲ小倉駅前～香春口北交差点≫

終　日

重　点　路　線　　　　《　区　間　》 重点時間帯

国道１９９号　　　　　　　　　　　　　     　 ≪紫川大橋東交差点～砂津大橋西交差点≫
　                                                         ≪大門１丁目交差点～砂津交差点≫

終　日

県道三萩野魚町線、国道１０号及び市道黄金片野１号線
　                                                  ≪香春口北交差点～片野交番前交差点≫

終　日

国道３号　　　                                               ≪砂津交差点～金鶏町交差点≫ 終　日

市道砂津城内１号線、市道大門金田１号線、県道長行田町線(通称小文字通り)
市道田町竪町１号線及び市道田町５号線    ≪竪町２丁目交差点～富野口交差点≫

終　日

ＪＲ小倉駅新幹線口ロータリー及び市道浅野４・２９・３１号線
≪紫川大橋東交差点～浅野１丁目交差点(ＪＲ小倉駅新幹線口ロータリーを含む。)≫

終　日

市道室町１号線及び市道大門鋳物師町１号線　≪大門１丁目交差点～室町大橋東≫ 終　日

県道三萩野魚町線　                            ≪魚町交差点～医療センター前交差点≫ 終　日

市道浅野京町１号線                       　　≪紫川大橋東交差点～勝山橋東交差点≫ 終　日

市道竪町大門１号線及び市道大門金田１号線　≪大門１丁目交差点～金田交差点≫ 終　日

市道砂津京町１号線　                                ≪京町４丁目交差点～砂津交差点≫ 終　日

市道大手町馬借１号線　                        ≪風の橋東交差点～香春口北交差点≫ 終　日


